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『
名
古
屋
大
學
中
國
語
學
文
學
論
集
』
第

輯
29

二
〇
一
五
年
十
二
月

應
劭
『
風
俗
通
義
』
祀
典
篇
訳
注
稿
（
上
）

道

家

春

代

本
稿
は
、
後
漢
應
劭
『
風
俗
通
義
』
第
八
、
祀
典
篇
の
訳
注
で
あ
る
。

本
文
に
は
原
則
と
し
て
呉
樹
平
『
風
俗
通
義
校
釋
』（
天
津
人
民
出
版
社
、

一
九
八
〇
年
）
を
用
い
、
王
利
器
『
風
俗
通
義
校
注
』（
中
華
書
局
、
一

九
八
一
年
）
、
香
港
中
文
大
學
中
國
文
化
研
究
所
『
風
俗
通
義
逐
字
索
引
』

（
香
港
・
商
務
印
書
館
、
一
九
九
六
年
）
、『
風
俗
通
義
全
訳
』
（
貴
州
人

民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
、
及
び
季
嘉
玲
「
風
俗
通
義
校
注
」
（
『
臺
灣

師
範
大
學
研
究
所
集
刊
』
第
二
十
一
號
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照
し
た
。

残
念
な
が
ら
朱
季
海
『
風
俗
通
義
校
箋
』（
学
術
書
林
、
一
九
九
六
年
）
、

は
入
手
で
き
ず
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

目

次

０
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下
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に
続
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０

（
序
）(

１)
『
禮
』「
天
子
祭
天
地
山
川
歳
徧(

２)

」
。『
春
秋
國
語
』(

３)

「
凡
禘

郊
宗
祖
報
，
此
五
者
國
之
典
禮(

４)

。
加
之
以
社
稷
山
川
之
神
，
皆
有

功
烈
於
民
者
也
。
及
前
哲
令
德
之
人
，
所
以
爲
質
者
也(

５)

。
及
天
之

三
辰
，
所
昭
仰
也
。
地
之
五
行
，
所
生
殖
也(

６)

。
九
州
名
山
川
澤
，

所
出
財
用
也
。
非
是
族
也
，
不
在
祀
典
禮
矣(

７)

。
」
『
論
語
』
「
非
其
鬼

而
祭
之
，
諂
也(

８)

。
」
又
曰
「
淫
祀
無
福(

９)

。
」
是
以
泰
山
不
享
季

氏
之
旅(

)

，
而
『
易
』
美
西
鄰
之
禴
祭(

)

。
蓋
重
祀
而
不
貴
牲
，

10

11

敬
實
而
不
求
華
也
。
自
高
祖
受
命
，
郊
祀
祈
望(

)

，
世
有
所
增
。
武

12

帝
尤
敬
鬼
神
，
於
時
盛
矣(

)

。
至
平
帝
時
，
天
地
六
宗(

)

已
下
及

13

14

諸
小
神
凡
千
七
百
所(

)

，
今
營
寓
夷
泯(
)

，
宰
器
闕
亡
。
蓋
物
盛

15

16

則
衰
，
自
然
之
道(

)

，
天
其
或
者
欲
反
本
也(

)

。
故
記
敍
神
物
曰

17

18

祀
典
也
。

〔
注
〕

(

１)

蘇
頌
「
校
風
俗
通
義
題
序
」
に
「
又
意
林
以
祀
典
篇
爲
儀
禮
」
と
あ
る
。

(

２)

『
禮
記
』
曲
禮
下
「
天
子
祭
天
地
，
祭
四
方
，
祭
山
川
，
祭
五
祀
，
歳
徧
。
」

(

３)

『
國
語
』
魯
語
上
に
見
え
る
。
魯
の
東
門
の
外
に
爰
居
と
い
う
海
鳥
が
や
っ

て
き
て
三
日
止
ま
っ
て
い
た
。
臧
文
仲
が
そ
れ
を
祭
ら
せ
た
こ
と
に
対
し
て
、

柳
下
惠
が
批
判
し
て
い
っ
た
言
葉
。「
凡
禘
郊
祖
宗
報
，
此
五
者
國
之
典
祀
也
。

加
之
以
社
稷
山
川
之
神
，
皆
有
功
烈
於
民
者
也
。
及
前
哲
令
德
之
人
，
所
以
爲

明
質
也
。
及
天
之
三
辰
，
民
所
以
瞻
仰
也
。
及
地
之
五
行
，
所
以
生
殖
也
。
及

九
州
名
山
川
澤
，
所
以
出
財
用
也
。
非
是
不
在
祀
典
。」

(

４)

『
國
語
』
韋
昭
注
「
典
法
也
。
」『
禮
記
』
祭
法
「
祭
法
，
有
虞
氏
禘
黃
帝
而

郊
嚳
，
祖
顓
頊
而
宗
堯
。
」
鄭
玄
注
「
禘
郊
祖
宗
，
謂
祭
祀
以
配
食
也
。
此
禘
，

謂
祭
昊
天
於
圜
丘
也
。
祭
上
帝
於
南
郊
曰
郊
，
祭
五
帝
、
五
神
於
明
堂
曰
祖
宗
。

祖
宗
，
通
言
爾
。」

(

５)

韋
昭
注
「
質
信
也
。
以
其
有
德
於
民
而
祭
之
，
所
以
信
之
於
民
心
也
。
」

(

６)

韋
昭
注
「
殖
長
也
。
五
行
五
祀
，
金
火
水
木
土
也
。」

(

７)

『
禮
記
』
祭
法
「
及
夫
日
月
星
辰
，
民
所
瞻
仰
也
。
山
林
、
川
谷
、
丘
陵
，

民
所
取
財
用
也
。
非
此
族
也
，
不
在
祀
典
。
」『
漢
書
』
郊
祀
志
下
「
後
莽
又
奏

言
『･

･
･

禮
記
祀
典
，
功
施
於
民
則
祀
之
。
天
文
日
月
星
辰
，
所
昭
仰
也
。
地

理
山
川
海
澤
，
所
生
殖
也
。
』
」
王
利
器
、
呉
樹
平
と
も
「
禮
矣
」
二
字
を
衍
文

か
、
と
す
る
盧
文
弨
の
説
を
引
く
。
こ
れ
に
従
う
。

(
８)

『
論
語
』
爲
政
「
子
曰
非
其
鬼
而
祭
之
，
諂
也
。
」
鄭
曰
「
人
神
曰
鬼
。
非

其
祖
考
而
祭
之
者
，
是
諂
求
福
。」

(

９)

曲
禮
下
「
非
其
所
祭
而
祭
之
，
名
曰
淫
祀
。
淫
祀
無
福
。」

(
)

『
論
語
』
八
佾
「
季
氏
旅
於
泰
山
。
子
謂
冉
有
曰
『
女
弗
能
救
與
。
』
對
曰

10
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『
不
能
。
』
子
曰
『
嗚
呼
，
曾
謂
泰
山
不
如
林
放
乎
。
』
」
馬
曰
「
旅
祭
名
也
。
禮
，

諸
侯
祭
山
川
在
其
封
内
者
。
今
陪
臣
祭
泰
山
，
非
禮
也
。
」
郊
祀
志
上
「
是
時
，

季
氏
專
魯
，
旅
於
泰
山
，
仲
尼
譏
之
。
」
師
古
曰
「
旅
陳
也
，
陳
禮
物
而
祭
之

也
。
陪
臣
祭
泰
山
，
僭
諸
侯
之
禮
。
孔
子
非
之
曰
『
嗚
乎
，
曾
謂
泰
山
不
如
林

放
乎
。
』
」

(
)

『
易
』
既
濟
「
九
五
東
鄰
殺
牛
，
不
如
西
鄰
之
禴
祭
，
實
受
其
福
。
」
王
弼

11注
「
牛
祭
之
盛
者
也
、
禴
祭
之
薄
者
也
。･

･
･

祭
祀
之
盛
，
莫
盛
脩
德
。」
郊
祀

志
下
「
杜
鄴
説
商
曰
『
東
鄰
殺
牛
，
不
如
西
鄰
之
瀹
祭
，
言
奉
天
之
道
，
貴
以

誠
質
大
得
民
心
也
。
』
」
師
古
曰
「
此
易
既
濟
九
五
爻
辭
也
。
東
鄰
，
謂
商
紂
也
。

西
鄰
，
周
文
王
也
。
瀹
祭
，
謂
瀹
煮
新
菜
以
祭
。
言
祭
祀
之
道
莫
盛
脩
德
，
故

紂
之
牛
牲
，
不
如
文
王
之
蘋
藻
也
。
瀹
音
籥
。」

(
)

『
尚
書
』
舜
典
「
肆
類
于
上
帝
，
禋
于
六
宗
，
望
于
山
川
，
徧
于
羣
神
。
」

12孔
傳
「
精
意
以
享
，
謂
之
禋
。
宗
尊
也
。
所
尊
祭
者
其
祀
有
六
，
謂
四
時
也
，

寒
暑
也
，
日
也
，
月
也
，
星
也
，
水
旱
也
。
九
州
名
山
大
川
五
嶽
四
瀆
之
屬
，

皆
一
時
望
祭
之
。」

(
)

『
史
記
』
封
禪
書
「
今
天
子
初
卽
位
，
尤
敬
鬼
神
之
祀
。」

13

(
)

注(
)

参
照
。「
六
宗
」
に
つ
い
て
は
他
に
諸
説
有
り
。

14

12

(
)

郊
祀
志
下
「
莽
遂
崇
鬼
神
淫
祀
，
至
其
末
年
，
自
天
地
六
宗
以
下
至
諸
小

15
鬼
神
，
凡
千
七
百
所
，
用
三
牲
鳥
獸
三
千
餘
種
。」

(
)

郊
祀
志
上
「
汾
陰
巫
錦
，
爲
民
祠
魏
脽
后
土
營
旁
，
見
地
如
鉤
狀
，
掊
視

16
得
鼎
。」
師
古
曰
「
營
謂
祠
之
兆
域
也
。
」「
寓
」、
呉
樹
平
は
「
㝢
」
と
通
じ
る

と
い
い
、
王
利
器
は
「
㝢
」
の
誤
り
と
し
、『
説
文
解
字
』「
㝢
，
籀
文
宇
字
」

な
ど
を
引
く
。

(
)

『
史
記
』
田
叔
列
傳
「
夫
月
滿
則
虧
，
物
盛
則
衰
，
天
地
之
常
也
。
」

17

(
)

『
春
秋
左
氏
傳
』
僖
公
二
十
三
年
「
叔
詹
諫
曰
『
臣
聞
天
之
所
啓
，
人
弗
及

18
也
。
晉
公
子
有
三
焉
，
天
其
或
者
。
』」
正
義
曰
「
天
意
不
可
必
知
或
，
言
或
者

謂
天
意
或
當
然
也
。」

〔
訳
〕

『
禮
記
』（
曲
禮
）
に
「
天
子
は
天
地
山
川
を
一
年
に
一
通
り
祭
る
」
と

あ
る
。
『
國
語
』
（
魯
語
）
に
は
「
禘
・
郊
・
宗
・
祖
・
報
の
五
種
の
祭

法
は
す
べ
て
国
の
規
定
の
典
礼
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
社
稷
山
川
の

神
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
皆
民
の
た
め
に
大
き
な
恩
恵
を
も
た
ら
す
も

の
で
あ
る
。
ま
た
優
れ
た
先
人
・
令
徳
の
明
ら
か
な
人
び
と
は
、
民
に

信
を
示
し
た
。
さ
ら
に
天
上
の
三
辰
（
日
月
星
）
は
民
に
仰
ぎ
み
ら
れ

る
存
在
で
あ
り
、
地
上
の
五
行
（
金
木
水
火
土
）
は
、
万
物
を
生
育
繁

殖
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
全
土
九
州
の
名
山
川
沢
は
民
の
生
活
に

必
要
な
資
源
を
産
出
す
る
も
の
で
あ
る
。（
皆
祀
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
。
）

こ
れ
ら
も
の
以
外
は
祭
祀
の
規
定
に
は
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
論
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語
』（
爲
政
）
に
は
「
自
分
の
祖
霊
で
も
な
い
の
に
他
人
の
祖
霊
を
祀
る

の
は
、
へ
つ
ら
い
で
あ
る
」
と
あ
り
、
曲
禮
に
は
ま
た
「
祭
る
べ
き
で

な
い
も
の
を
祭
る
こ
と
は
淫
祀
で
あ
り
、
拝
ん
で
も
何
の
福
も
期
待
で

き
な
い
」
と
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
わ
け
で
、
泰
山
は
魯
の
陪
臣
の
身
で

あ
り
な
が
ら
僭
越
に
も
旅
の
祭
を
行
っ
た
季
氏
の
祭
を
享
け
な
か
っ
た

の
で
あ
り
、
『
易
』
（
既
濟
の
爻
辭
）
は
、
牛
を
殺
し
て
供
え
物
に
し
た

東
隣
（
殷
紂
王
）
の
誠
の
伴
わ
な
い
盛
大
な
祭
よ
り
、
誠
を
こ
め
た
質

素
な
西
隣
（
周
文
王
）
の
祭
を
誉
め
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
祀
り
そ

の
も
の
を
重
ん
じ
て
供
え
物
を
重
視
せ
ず
、
誠
実
さ
に
敬
意
を
は
ら
い

華
美
を
求
め
な
い
の
で
あ
る
。
高
祖
が
天
命
を
受
け
て
以
来
、
天
地
山

川
の
神
々
の
祭
祀
は
代
々
増
加
し
た
が
、
武
帝
が
最
も
鬼
神
を
崇
め
、

祭
祀
は
盛
大
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
平
帝
の
時
代
に
至
る
と
、
祭
祀
は
（
王

莽
の
意
向
で
）
天
地
六
宗
以
下
種
々
の
小
神
ま
で
す
べ
て
千
七
百
カ
所

に
も
な
っ
た
。
現
在
は
そ
れ
ら
の
兆
域
・
霊
屋
は
だ
ん
だ
ん
滅
び
、
祭

祀
の
器
物
も
失
わ
れ
た
。
蓋
し
、
物
は
盛
ん
に
な
れ
ば
衰
退
す
る
の
は

自
然
の
道
で
あ
り
、
或
い
は
そ
れ
が
天
意
で
あ
り
、
そ
の
本
へ
返
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
神
物
の
こ
と
を
記
述
し
「
祀
典
」

と
す
る
。

１

先
農

謹
按
，『
春
秋
左
氏
傳
』(

１)

曰
「
夏
四
月
，
三
卜
郊
不
從
，
乃
免
牲
。

孟
獻
子
曰
『
吾
乃
今
而
知
有
卜
筮
。
夫
郊
，
祀
后
稷
以
祈
農
事
也(

２)

。

是
故
啓
蟄
而
郊
，
郊
而
後
耕
。
今
既
耕
而
卜
郊
，
宜
其
不
從
也(

３)

。
』
」

周
四
月
，
今
二
月
也
，
先
農
之
時
也(

４)

。
孝
文
帝
二
年
正
月
詔(

５)

曰
「
農
者
，
天
下
之
本
，
其
開
籍
田
，
朕
躬
帥
耕
，
以
給
宗
廟
粢
盛(

６)

。
」

今
民
間
名
曰
官
田(

７)

。
古
者
使
民
如
借
，
故
曰
藉
田(

８)

。

〔
注
〕

(

１)

『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
七
年
「
夏
四
月
，
三
卜
郊
不
從
，
乃
免
牲
。
孟
獻
子

曰
『
吾
乃
今
而
後
知
有
卜
筮
。
夫
郊
，
祀
后
稷
以
祈
農
事
也
。
是
故
啓
蟄
而
郊
，

郊
而
後
耕
。
今
既
耕
而
卜
郊
，
宜
其
不
從
也
。
』」

(

２)

杜
預
注
「
郊
，
祀
后
稷
以
配
天
。
后
稷
周
始
祖
，
能
播
殖
者
。」

(

３)

杜
注
「
啓
蟄
，
夏
正
建
寅
之
月
。
耕
謂
春
分
。
」

(

４)

『
後
漢
書
』
禮
儀
志
上
「
正
月
始
耕
。
晝
漏
上
水
初
納
，
執
事
告
祠
先
農
，

已
享
。
耕
時
，
有
司
請
行
事
，
就
耕
位
，
天
子
、
三
公
、
九
卿
、
諸
侯
、
百
官

以
次
耕
。
力
田
種
各
耰
訖
，
有
司
告
事
畢
。
是
月
令
曰
『
郡
國
守
相
皆
勸
民
始

耕
，
如
儀
。
』
」
劉
昭
注
「
賀
循
藉
田
儀
曰
『
漢
耕
日
，
以
太
牢
祭
先
農
於
田
所
。
』

漢
舊
儀
曰
『
春
始
東
耕
於
藉
田
，
官
祠
先
農
。
先
農
卽
神
農
炎
帝
也
。
祠
以
一
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太
牢
，
百
官
皆
從
，
大
賜
三
輔
二
百
里
孝
悌
、
力
田
、
三
老
帛
。
種
百
穀
萬
斛
，

爲
立
藉
田
倉
，
置
令
、
丞
。
穀
皆
以
給
祭
天
地
、
宗
廟
、
羣
神
之
祀
，
以
爲
粢

盛
。
皇
帝
躬
秉
耒
耜
而
耕
，
古
爲
甸
師
官
。
』」

(

５)

『
漢
書
』
文
帝
紀
「
二
年･･

･

春
正
月
丁
亥
，
詔
曰
『
夫
農
，
天
下
之
本
也
，

其
開
藉
田
，
朕
親
率
耕
，
以
給
宗
廟
粢
盛
。
』
」

(

６)

師
古
曰
「
黍
稷
曰
粢
，
在
器
曰
盛
。
粢
音
咨
。
」

(

７)

原
「
田
官
」
に
作
る
。
呉
樹
平
、
王
利
器
と
も
に
盧
文
弨
『
群
書
拾
補
』

に
よ
り
改
め
る
。

(

８)

『
漢
書
』
注
，
應
劭
曰
「
古
者
天
子
耕
藉
田
千
畝
，
爲
天
下
先
。
藉
者
，
帝

王
典
藉
之
常
也
。
」
韋
昭
曰
「
藉
，
借
也
。
借
民
力
以
治
之
，
以
奉
宗
廟
，
且

以
勸
率
天
下
，
使
務
農
也
。」
臣
瓚
曰
「･

･
･

本
以
躬
親
爲
義
，
不
得
以
假
借
爲

稱
也
。
藉
謂
蹈
藉
也
。
」
師
古
曰
「
瓚
説
是
也
。
國
語
曰
『
宣
王
卽
位
，
不
藉

千
畝
，
虢
文
公
諫
。』
斯
則
藉
非
假
借
明
矣
。」

〔
訳
〕

謹
ん
で
考
察
い
た
し
ま
す
。『
春
秋
左
氏
傳
』
に
「
襄
公
八
年
夏
四
月
、

郊
祭
の
吉
凶
を
三
度
卜
し
た
が
不
吉
と
出
た
の
で
、
（
郊
祭
を
中
止
し
）

犧
牲
の
牛
を
放
し
た
。
孟
献
子
が
云
っ
た
、『
私
は
今
回
初
め
て
卜
筮
が

有
効
だ
と
知
っ
た
。
そ
も
そ
も
郊
祭
は
后
稷
を
祀
っ
て
農
事
を
祈
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
啓
蟄
の
日
（
三
月
六
日
ご
ろ
）
に
郊
祭
を
行
い
、

そ
の
後
耕
の
日
（
春
分
節
）
を
迎
え
る
。
と
こ
ろ
が
今
耕
の
日
を
過
ぎ

て
か
ら
郊
祭
の
吉
凶
を
卜
し
た
の
で
、不
吉
と
出
た
の
は
当
然
で
あ
る
』
」

と
あ
る
。
周
の
四
月
は
今
の
二
月
に
当
た
り
、
先
農
氏
（
神
農
炎
帝
）

を
祀
る
と
き
で
あ
る
。
孝
文
帝
二
年
正
月
の
詔
に
「
農
業
は
天
下
の
根

本
で
あ
る
。
そ
こ
で
藉
田
を
開
い
て
、
朕
が
み
ず
か
ら
率
先
し
て
耕
作

し
、
収
穫
し
た
穀
物
を
宗
廟
の
お
供
え
に
す
る
」
と
い
う
。
現
在
民
間

で
は
「
官
田
」
と
い
う
。
古
く
は
、
民
の
力
を
借
り
て
耕
作
す
る
の
で

「
藉
田
」
と
云
っ
た
の
で
あ
る
。

２

社
神

『
孝
經
』
説(

１)

「
社
者
，
土
地
之
主
。
土
地
廣
博
，
不
可
徧
敬
，

故
封
土
以
爲
社
而
祀
之
，
報
功
也(

２)

。
」
『
周
禮
』
説(

３)

「
二
十
五

家
置
一
社
。
但
爲
田
祖
報
求
。
」『
詩
』
云
「
乃
立
冢
土(

４)

。
」
又
曰
「
以

御
田
祖
，
以
祈
甘
雨(

５)

。
」

謹
按
，『
春
秋
左
氏
傳
』(

６)

曰
「
共
工
有
子
曰
勾
龍
，
佐
顓
頊
，
能

平
九
土
，
爲
后
土
。」
故
封
爲
上
公
，
祀
以
爲
社(

７)

。
非
地
祇(

８)

。

〔
注
〕

(

１)

『
孝
經
』
に
こ
の
文
無
し
。
「
孝
經
説
」
は
「
孝
經
緯
」
ま
た
は
「
孝
經
に
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つ
い
て
の
論
説
」
の
意
か
。
『
後
漢
書
』
祭
祀
志
下
「
建
武
二
年
，
立
太
社
稷

于
雒
陽
，
在
宗
廟
之
右
，
方
壇
，
無
屋
，
有
牆
門
而
已
。
二
月
八
月
及
臘
，
一

歳
三
祠
，
皆
太
牢
具
，
使
有
司
祠
。
孝
經
援
神
契
曰
『
社
者
，
土
地
之
主
也
。

稷
者
，
五
穀
之
長
也
。
』
禮
記
及
國
語
皆
謂
共
工
氏
之
子
曰
句
龍
，
爲
后
土
官
，

能
平
九
土
，
故
祀
以
爲
社
。
烈
山
氏
之
子
曰
柱
，
能
植
百
穀
疏
，
自
夏
以
上
祀

以
爲
稷
，
至
殷
以
柱
久
遠
，
而
堯
時
棄
爲
后
稷
，
亦
植
百
穀
，
故
廢
柱
，
祀
棄

爲
稷
。
大
司
農
鄭
玄
説
，
古
者
官
有
大
功
，
則
配
食
其
神
。
故
句
龍
配
食
於
社
，

棄
配
食
於
稷
。
郡
縣
置
社
稷
，
太
守
、
令
、
長
侍
祠
，
牲
用
羊
豕
。
」
『
世
説
新

語
』
方
正
篇
劉
孝
標
注
「
風
俗
通
曰
孝
經
稱
，
社
者
，
土
地
之
主
也
。
廣
博
不

可
備
敬
，
故
封
土
以
爲
社
而
祀
之
，
報
功
也
。
」『
太
平
御
覽
』
五
三
二
「
孝
經

説
曰
社
土
地
之
主
也
。
地
廣
不
可
盡
敬
，
故
封
土
爲
社
，
以
報
功
。
稷
五
穀
之

長
也
。
穀
衆
不
可
遍
祀
，
故
立
稷
神
祭
之
。
」
許
愼
『
五
經
異
義
』
も
こ
の
部

分
を
「
孝
經
説
」
と
し
て
引
く
。
注(

８)

参
照
。

(

２)

『
白
虎
通
義
』
社
稷
「
王
者
所
以
有
社
稷
何
。
爲
天
下
求
福
報
功
。
人
非
土

不
立
，
非
穀
不
食
，
土
地
廣
博
，
不
可
徧
敬
也
。
五
穀
衆
多
，
不
可
一
一
祭
也
。

故
封
土
立
社
，
示
有
土
也
。
稷
五
穀
之
長
，
故
立
稷
而
祭
之
也
。
稷
者
得
陰
陽

中
和
之
氣
，
而
用
尤
多
，
故
爲
長
也
。
」

(

３)

『
周
禮
』
に
こ
の
文
無
し
。『
説
文
解
字
』「
社
，
地
主
也
。
从
示
土
。
春
秋

傳
曰
『
共
工
之
子
句
龍
爲
社
神
。
』
周
禮
『
二
十
五
家
爲
社
。
各
樹
其
土
所
宜

木
。
』
段
注
「
風
俗
通
義
曰
『
周
禮
説
二
十
五
家
爲
社
，
但
爲
田
祖
報
求
。
許

云
周
禮
者
，
周
禮
説
也
。
」『
漢
書
』
五
行
志
中
之
下
「
建
昭
五
年
，
兗
州
刺
史

浩
賞
禁
民
私
所
自
立
社
。
」
張
晏
曰
「
民
間
三
月
九
月
又
社
，
號
曰
私
社
。」
臣

瓚
曰
「
舊
制
二
十
五
家
爲
一
社
，
而
民
或
十
家
五
家
共
爲
田
社
，
是
私
社
。
」

師
古
曰
「
瓚
説
是
。」

(

４)

『
詩
經
』
大
雅
緜
「
廼
立
冢
土
，
戎
醜
攸
行
。
」
毛
傳
「
冢
大
，
戎
大
，
醜

衆
也
。
冢
土
大
社
也
。
起
大
事
動
大
衆
，
必
先
有
事
乎
社
而
後
出
。」

(

５)

『
詩
經
』
小
雅
甫
田
「
以
我
齊
明
，
與
我
犧
羊
，
以
社
以
方
，
我
田
既
臧
，

農
夫
之
慶
。
琴
瑟
擊
鼓
，
以
御
田
祖
，
以
祈
甘
雨
，
以
介
我
稷
黍
，
以
穀
我
士

女
。」
毛
傳
「
田
祖
先
嗇
也
。
穀
善
也
。
」
鄭
箋
「
御
迎
，
介
助
，
穀
養
也
。
設

樂
以
迎
祭
先
嗇
，
謂
郊
後
始
耕
也
。
周
禮
曰
『
凡
國
祈
年
于
田
祖
，
吹
豳
雅
擊

土
鼓
，
以
樂
田
畯
。
』」

(

６)

『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
二
十
九
年
「
（
秋
、
龍
が
晋
都
絳
の
郊
外
に
現
れ
た

の
で
、魏
獻
子
が
蔡
墨
に
龍
に
つ
い
て
質
問
し
、社
稷
五
祀
に
話
題
が
及
ん
だ
。
）

（
蔡
墨
）
對
曰
『･

･
･

故
有
五
行
之
官
，
是
謂
五
官
，
實
列
受
氏
姓
，
封
爲
上
公
。

祀
爲
貴
神
，
社
稷
五
祀
，
是
尊
是
奉
。
木
正
曰
句
芒
，
火
正
曰
祝
融
，
金
正
曰

蓐
收
，
水
正
曰
玄
冥
，
土
正
曰
后
土
。･

･
･

』
獻
子
曰
『
社
稷
五
祀
，
誰
氏
之

五
官
也
。
』
對
曰
『
少
暭
氏
有
四
叔
，
曰
重
、
曰
該
、
曰
脩
、
曰
煕
，
實
能
金

木
及
水
。
使
重
爲
句
芒
，
該
爲
蓐
収
，
脩
及
煕
爲
玄
冥
。
世
不
失
職
，
遂
濟
窮
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桑
，
此
三
祀
也
。
顓
頊
氏
有
子
曰
犂
，
爲
祝
融
，
共
工
氏
有
子
曰
句
龍
，
爲
后

土
，
此
二
祀
也
。
后
土
爲
社
，
稷
田
正
也
。
有
烈
山
氏
之
子
曰
柱
，
爲
稷
，
自

夏
以
上
祀
之
。
周
弃
亦
爲
稷
，
自
商
以
來
祀
之
。
』」

(

７)

（
序
）
注(

３)
の
『
國
語
』
引
用
文
の
前
に
「
昔
烈
山
氏
之
有
天
下
也
，
其

子
曰
柱
，
能
殖
百
穀
百
蔬
。
夏
之
興
也
，
周
棄
繼
之
，
故
祀
以
爲
稷
。
共
工
氏

之
伯
九
有
也
，
其
子
曰
后
土
，
能
平
九
土
，
故
祀
以
爲
社
。
」
韋
昭
注
「
共
工

氏
，
伯
者
名
戲
，
弘
農
之
間
有
城
。
其
子
，
共
工
之
裔
子
句
龍
也
，
佐
黃
帝
爲

土
官
。
九
土
，
九
州
之
土
也
。
后
君
也
，
使
君
土
官
，
故
曰
后
土
也
。
社
，
后

土
之
神
也
。」
ま
た
本
項
注(

１)

参
照
。

(

８)

『
禮
記
』
郊
特
牲
「
社
祭
土
而
主
陰
氣
也
。･

･
･

社
，
所
以
神
地
之
道
也
。」

正
義
「
但
社
稷
之
義
，
先
儒
所
解
不
同
。
鄭
康
成
之
説
，
以
社
爲
五
土
總
神
，

稷
爲
原
隰
之
神
。･

･
･

異
義
『
今
孝
經
説
曰
社
者
，
土
地
之
主
，
土
地
廣
博
，

不
可
徧
敬
，
封
五
土
以
爲
社
。
古
左
氏
説
，
共
工
爲
后
土
，
后
土
爲
社
。
許
君

謹
案
，
亦
曰
春
秋
稱
公
社
，
今
人
謂
社
神
爲
社
公
，
故
知
社
是
上
公
，
非
地
祇
。
』

玄
駁
之
云
『
社
祭
土
而
主
陰
氣
，
又
云
社
者
神
地
之
道
。
謂
社
神
，
但
言
上
公
，

失
之
矣
。
今
人
亦
謂
雷
曰
雷
公
，
天
曰
天
公
，
豈
上
公
也
。
』
」
「
異
義
」
は
許

愼
『
五
經
異
義
』
。
ま
た
注(

１)

に
引
く
『
後
漢
書
』
祭
祀
志
下
の
注
も
「
自

漢
諸
儒
論
句
龍
卽
是
社
主
，
或
云
是
配
，
其
議
甚
衆
」
と
い
い
、
諸
説
を
引
い

て
い
る
。

〔
訳
〕

孝
經
緯
（
援
神
契
）
の
説
は
「
社
神
は
土
地
の
主
で
あ
る
。
土
地
は

広
大
な
の
で
、
そ
の
す
べ
て
に
敬
意
を
奉
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ

で
盛
り
土
を
し
て
社
神
と
し
、
土
地
の
功
績
に
報
い
る
」
と
い
う
。
一

方
『
周
禮
』
の
注
釈
は
「
民
家
二
十
五
戸
ご
と
に
一
社
を
設
け
、
田
祖

（
農
業
創
始
者
）
の
た
め
に
祀
り
を
し
豊
作
を
祈
る
」
と
い
う
。『
詩
經
』

大
雅
の
緜
に
は
「
そ
こ
で
高
く
盛
り
土
を
し
大
社
を
た
て
（
軍
事
を
祈

る
）
」
と
い
い
、
小
雅
の
甫
田
に
は
「
（
社
を
祀
り
四
方
の
気
を
迎
え
、

琴
瑟
と
太
鼓
で
楽
を
奏
し
）
田
祖
を
お
迎
え
し
て
（
豊
作
を
願
っ
て
）

甘
雨
が
降
る
よ
う
祈
る
」
と
あ
る
。（
こ
の
よ
う
に
社
は
土
地
神
か
、
田

祖
か
の
二
説
あ
る
。）

謹
ん
で
考
察
い
た
し
ま
す
。『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
二
十
九
年
の
記
事

で
、
魏
献
子
の
問
い
に
蔡
墨
が
「
共
工
に
勾
龍
と
い
う
子
が
あ
り
、
顓

頊
帝
を
補
佐
し
て
、
九
州
の
大
地
を
整
え
、
そ
の
功
績
で
后
土
神
に
な

り
ま
し
た
」
と
答
え
て
い
る
。
勾
龍
は
こ
の
功
績
で
上
公
に
封
ぜ
ら
れ
、

社
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
地
祗
（
土
地
神
）
で
は
な
い
。

３

稷
神
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『
孝
經
』
説(

１)

「
稷
者
，
五
穀
之
長
。
五
穀
衆
多
，
不
可
徧
祭
，
故

立
稷
而
祭
之(

２)

。」

謹
按
，『
春
秋
左
氏
傳
』(

３)

「
有
烈
山
氏
之
子
曰
柱
，
能
殖
百
穀
疏

果
，
故
立
以
爲
稷
正
也(

４)

。
周
棄
亦
以
爲
稷
，
自
商
以
來
祀
之(

５)

。
」

禮
緣
生
以
事
死(

６)

。
故
社
稷
人
祀
之
也
，
則
祭
稷
穀
，
不
得
以
稷
米

祭
，
稷
反
自
食
也(

７)

。
而
「
邾
文
公
用
繒
子
于
次
睢
之
社
，
司
馬
子

魚
諫
曰
『
古
者
六
畜
不
相
爲
用
。
祭
以
爲
人
也
，
民
人
，
神
之
主
也
。

用
人
，
其
誰
享
之(

８)

。
』
」『
詩
』
云
「
吉
日
庚
午
，
既
伯
既
禱(

９)

。
」

豈
復
殺
馬
以
祭
馬
乎
。
『
孝
經
』
之
説
於
斯
悖
矣
。
未
之
神
爲
稷(

)

，

10

故
以
癸
未
日
祠
稷
於
西
南
，
水
勝
火
爲
金
相
也
。

〔
注
〕

(

１)

社
神
注(

１)

参
照
。
ま
た
本
項
注(

７)

参
照
。

(

２)

社
神
注(

２)

参
照
。

(

３)

社
神
注(

６)

（
７
）
参
照
。

(

４)

呉
樹
平
は
『
左
傳
』
『
五
經
異
義
』
に
基
づ
き
、
こ
の
句
を
「
故
立
以
爲

稷
，
稷
，
田
正
也
」
に
作
る
べ
き
と
い
う
。
こ
れ
に
従
う
。
本
項
注(

７)

参
照
。

(

５)

社
神
注(

７)

参
照
。
韋
昭
注
「
烈
山
氏
，
炎
帝
之
號
也
，
起
於
烈
山
。
禮

祭
法
以
烈
山
爲
厲
山
也
。
柱
爲
后
稷
，
自
夏
以
上
祀
之
。
草
實
曰
蔬
。」

(

６)

『
禮
記
』
中
庸
「
事
死
如
事
生
，
事
亡
如
事
存
，
孝
之
至
也
。
」

(

７)

『
禮
記
』
郊
特
牲
正
義
「
異
義
『
稷
神
，
今
孝
經
説
，
稷
者
，
五
穀
之
長
。

穀
衆
多
，
不
可
徧
敬
，
故
立
稷
而
祭
之
。
古
左
氏
説
，
列
山
氏
之
子
曰
柱
，
死
，

祀
以
爲
稷
。
稷
是
田
正
。
周
棄
亦
爲
稷
，
自
商
以
來
祀
之
。
許
君
謹
案
，
禮
緣

生
及
死
，
故
社
稷
人
事
之
。
既
祭
稷
穀
，
不
得
但
以
稷
米
祭
稷
，
反
自
食
也
。

同
左
氏
義
。
』
」

(

８)

『
春
秋
左
氏
傳
』
僖
公
十
九
年
「
夏
，
宋
公
使
邾
文
公
用
鄫
子
于
次
睢
之
社
，

欲
以
屬
東
夷
。
司
馬
子
魚
曰
『
古
者
六
畜
不
相
爲
用
。
小
事
不
用
大
牲
。
而
況

敢
用
人
乎
。
祭
祀
以
爲
人
也
，
民
，
神
之
主
也
。
用
人
，
其
誰
饗
之
。
』
」
杜
注

「
睢
水
受
汴
東
經
陳
留
、
梁
、
譙
、
沛
、
彭
城
縣
入
泗
。
此
水
次
有
妖
神
，
東
夷

皆
社
祀
之
。
蓋
殺
人
而
用
祭
。
司
馬
子
魚
，
公
子
目
夷
也
。
六
畜
不
相
爲
用
，

謂
若
祭
馬
先
不
用
馬
。」

(

９)

『
詩
經
』
小
雅
吉
日
「
吉
日
維
戊
，
既
伯
既
禱
。
田
車
既
好
，
四
牡
孔
阜
。

升
彼
大
阜
，
從
其
羣
醜
。
吉
日
庚
午
，
既
差
我
馬
。
」
毛
傳
「
維
戊
，
順
類
乘

牡
也
。
伯
，
馬
祖
也
。
重
物
愼
微
，
將
用
馬
力
，
必
先
爲
之
禱
其
祖
。
禱
，
禱

獲
也
。」
鄭
箋
「
戊
，
剛
日
也
，
故
乘
牡
爲
順
類
也
。
」

(
)

「
未
」
字
、
も
と
「
米
」
に
作
る
。
呉
樹
平
、
『
群
書
拾
補
』
に
従
い
改
め

10
る
。
王
利
器
は
「
米
」
の
ま
ま
。
未
の
方
角
は
西
南
。

〔
訳
〕

孝
經
緯
（
援
神
契
）
の
説
に
「
稷
は
五
穀
の
長
で
あ
る
。
五
穀
は
あ
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ま
た
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
を
祭
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
稷
神
を

立
て
て
五
穀
を
祭
る
」
と
い
う
。

謹
ん
で
考
察
い
た
し
ま
す
。『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
二
十
九
年
の
記
事

中
の
蔡
墨
の
答
え
に
「
烈
山
氏
に
柱
と
い
う
子
が
お
り
、
百
穀
・
蔬
菜

・
果
物
を
栽
培
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
た
め
稷
神
に
立
て
ら
れ
ま
し

た
。
稷
と
は
田
正
の
こ
と
で
す
。
周
棄
も
稷
神
に
立
て
ら
れ
、
商
（
殷
）

代
か
ら
以
降
は
こ
れ
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
あ
る
。
礼
で
は
生
き
て

い
る
と
き
の
縁
で
死
者
に
事
え
る
。
だ
か
ら
社
稷
は
（
も
と
も
と
人
だ

か
ら
）
人
が
祀
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
稷
が
穀
神
な
ら
ば
稷
を
祭
る
の

に
稷
や
米
の
穀
物
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
ら
穀
神
で
あ

る
稷
が
自
分
自
身
を
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
『
春
秋
左

氏
傳
』
僖
公
十
九
年
の
記
事
に
、（
宋
公
の
命
に
よ
っ
て
）
邾
の
文
公
が

繒
子
を
次
睢
の
社
祭
の
供
え
物
に
し
た
と
き
，
司
馬
子
魚
は
「
古
く
は

供
え
物
に
六
種
の
家
畜
の
う
ち
ど
れ
を
使
う
か
は
祭
に
よ
っ
て
決
ま
っ

て
お
り
、
代
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
祭
は
人
の
た
め
に

す
る
も
の
で
、
民
は
人
で
あ
り
、
神
の
祭
主
で
す
。
人
を
供
え
物
に
し

て
い
っ
た
い
誰
が
そ
れ
を
享
け
る
で
し
ょ
う
か
」と
諫
め
た
と
あ
る
。『
詩

經
』
小
雅
吉
日
に
「
庚
午
の
こ
の
吉
日
、
馬
祖
に
禱
り
を
捧
げ
ま
し
ょ

う
」
と
あ
る
が
、
馬
を
祭
る
の
に
馬
を
殺
し
て
供
え
物
に
す
る
な
ど
と

い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
孝
經
緯
の
説
は
こ
の
点
に
お
い
て
誤
っ
て
い

る
。
未
（
方
角
は
南
南
西
）
の
神
に
当
た
る
の
は
稷
神
で
あ
る
で
あ
る
。

だ
か
ら
癸
未
の
日
に
西
南
に
祠
を
設
け
て
祀
る
。
水
は
火
に
勝
ち
金
よ

り
生
じ
る
。

４

靈
星

俗
説
，
縣
令
問
主
簿
「
靈
星
在
城
東
南
何
法(

１)

。
」
主
簿
仰
答
曰
「
唯

靈
星
所
以
在
東
南
者
，
亦
不
知
也(

２)

。」

『
漢
書
』
郊
祀
志(

３)

，
高
祖
五
年(

４)

，
初
置
靈
星
，
祀
后
稷
也
。

敺
爵
簸
揚
，
田
農
之
事
也(

５)

。

謹
按
，
祀
典
既
以
立
稷
，
又
有
先
農
，
無
爲
靈
星
，
復
祀
后
稷
也
。

左
中
郞
將
賈
逵(

６)

説
，「
以
爲
龍
第
三
有
天
田
星
。
靈
者
神
也
，
故
祀

以
報
功
。」
辰
之
神
爲
靈
星
，
故
以
壬
辰
日
祀
靈
星
於
東
南
，
金
勝
木
爲

土
相
也(

７)

。

〔
注
〕

(
１)

『
後
漢
書
』
祭
祀
志
下
「
漢
興
八
年
，
有
言
周
興
而
邑
立
后
稷
之
祀
，
於

是
高
帝
令
天
下
立
靈
星
祠
。
言
祠
后
稷
而
謂
之
靈
星
者
，
以
后
稷
又
配
食
星
也
。

舊
説
，
星
謂
天
田
星
也
。
一
曰
，
龍
左
角
爲
天
田
官
，
主
穀
。
祀
用
壬
辰
位
祠
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之
。
壬
爲
水
，
辰
爲
龍
，
就
其
類
也
。
牲
用
太
牢
，
縣
邑
令
長
侍
祠
。
舞
者
用

童
男
十
六
人
。
舞
者
象
教
田
，
初
爲
芟
除
，
次
耕
種
、
芸
耨
、
驅
爵
及
穫
刈
、

舂
簸
之
形
，
象
其
功
也
。
」
劉
昭
注
「
三
輔
故
事
『
長
安
城
東
十
里
有
靈
星
祠
。
』
」

(

２)

『
論
衡
』
祭
意
「
靈
星
之
祭
，
祭
水
旱
也
。
於
禮
舊
名
曰
雩
。
雩
之
禮
，
爲

民
祈
穀
雨
，
祈
穀
實
也
。
春
求
雨
，
秋
求
實
，
一
歳
再
祀
，
蓋
重
穀
也
。
春
以

二
月
，
秋
以
八
月
。･

･
･

春
雩
之
禮
廢
，
秋
雩
之
禮
存
，
故
世
常
脩
靈
星
之
祀
，

到
今
不
絶
。
名
變
於
舊
，
故
世
人
不
識
。
禮
廢
不
具
，
故
儒
者
不
知
。
世
儒
案

禮
，
不
知
靈
星
何
祀
，
其
難
曉
而
不
識
説
，
縣
官
名
曰
明
星
，
緣
明
星
之
名
，

説
曰
歳
星
。･

･
･

明
星
非
歳
星
也
，
乃
龍
星
也
。
龍
星
二
月
見
，
則
春
雩
祈
穀

雨
。
龍
星
八
月
將
入
，
則
秋
雩
祈
穀
實
。
儒
者
或
見
其
義
，
語
不
空
生
。
春
雩

廢
，
秋
雩
興
，
故
秋
雩
之
名
，
自
若
爲
明
星
也
，
實
曰
靈
星
。
靈
（
星
）
者
神

也
。
神
者
謂
龍
星
也
。」

(

３)

『
漢
書
』
郊
祀
志
上
「
其
後
二
歳
，
或
言
曰
周
興
而
邑
立
后
稷
之
祠
，
至
今

血
食
天
下
。
於
是
高
祖
制
詔
御
史
，
『
其
令
天
下
立
靈
星
祠
，
常
以
歳
時
祠
以

牛
。
』
」
師
古
曰
「
以
其
有
播
種
之
功
，
故
令
天
下
諸
邑
皆
祠
之
。
」
張
晏
曰
「
龍

星
左
角
曰
天
田
，
則
農
祥
也
。
辰
見
而
祭
之
。」

(

４)

郊
祀
志
上
に
よ
れ
ば
「
（
漢
興
）
二
年
，･

･
･

後
四
歳
，･

･
･

其
後
二
歳
」

な
の
で
、
高
祖
八
年
の
こ
と
。

(

５)

注(

１)

参
照
。

(

６)

『
後
漢
書
』
鄭
范
陳
賈
張
列
傳
「
賈
逵
字
景
伯
，
扶
風
平
陵
人
也
。
九
世
祖

誼
，
文
帝
時
爲
梁
王
太
傅
。･

･
･

和
帝
卽
位
，
永
元
三
年
（
九
一
）
，
以
逵
爲
左

中
郞
將
。･

･
･

逵
所
著
經
傳
義
詁
及
論
難
百
餘
萬
言
，･

･
･

學
者
宗
之
，
後
世
稱

爲
通
儒
。
然
不
修
小
節
，
當
世
以
此
頗
譏
焉
，
故
不
至
大
官
。
永
元
十
三
年
（
一

〇
一
）
卒
，
時
年
七
十
二
。
」
『
後
漢
書
』
百
官
志
二
「
光
祿
勳
，
卿
一
人
，
中

二
千
石
。･

･
･

左
中
郞
將
，
比
二
千
石
。
」

(

７)

『
史
記
』
封
禪
書
「
其
後
二
歳
，
或
曰
周
興
而
邑
邰
，
立
后
稷
之
祠
，
至

今
血
食
天
下
。
於
是
高
祖
制
詔
御
史
，
『
其
令
郡
國
縣
立
靈
星
祠
，
常
以
歳
時

祠
以
牛
。
』」
正
義
「
漢
舊
儀
云
『
五
年
，
脩
復
周
家
舊
祠
，
祀
后
稷
於
東
南
，

爲
民
祈
農
報
厥
功
。
夏
則
龍
星
見
而
始
雩
。
龍
星
左
角
爲
天
田
，
右
角
爲
天
庭
。

天
田
爲
司
馬
，
教
人
種
百
穀
爲
稷
。
靈
者
神
也
。
辰
之
神
爲
靈
星
，
故
以
壬
辰

日
祠
靈
星
於
東
南
，
金
勝
爲
土
相
也
。
」
ま
た
注(

１)
(

２)

参
照
。

〔
訳
〕

俗
説
に
次
の
よ
う
な
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
県
令
が
主
簿
に

問
う
た
、「
霊
星
の
祠
が
町
の
東
南
に
あ
る
の
は
何
の
法
に
よ
る
の
か
。
」

主
簿
は
天
を
仰
ぎ
見
て
答
え
た
、「
天
の
霊
星
が
東
南
に
あ
る
時
に
祀
る

か
ら
で
す
が
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
は
や
は
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
」

『
漢
書
』
郊
祀
志
に
よ
れ
ば
、
高
祖
五
年
初
め
て
霊
星
の
祠
を
設
置
し
、

后
稷
を
祀
っ
た
。
祀
り
で
は
雀
追
い
や
箕
で
籾
殻
を
あ
お
る
な
ど
の
農
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作
業
を
象
る
舞
を
奉
納
す
る
。

謹
ん
で
考
察
い
た
し
ま
す
。
祀
典
（
祭
祀
の
法
）
で
は
稷
神
を
立
て

て
、
さ
ら
に
先
農
氏
も
祀
る
。
霊
星
祠
を
た
て
る
の
は
霊
星
を
祀
る
た

め
だ
け
で
は
な
く
ま
た
后
稷
も
祀
る
の
で
あ
る
。
左
中
郎
将
賈
逵
の
説

で
は
「
考
え
る
に
龍
星
（
さ
そ
り
座
）
の
第
三
宿
に
天
田
星
が
あ
る
。（
こ

れ
が
霊
星
で
あ
る
。
）
霊
と
は
神
の
こ
と
で
あ
る
。
（
龍
星
が
二
月
に
東

に
現
れ
八
月
に
没
す
る
期
間
に
農
事
を
営
む
。
）
だ
か
ら
こ
の
星
を
祀
っ

て
そ
の
功
績
に
報
い
る
の
で
あ
る
。」
辰
（
方
角
は
東
南
東
）
の
神
に
当

た
る
の
は
霊
星
で
あ
る
。
だ
か
ら
壬
辰
の
日
に
霊
星
を
東
南
の
祠
で
祀

る
。
金
は
木
に
勝
ち
土
よ
り
生
じ
る
。

５

竃
神

『
禮
器
記
』(

１)

曰
「
臧
文
仲(

２)

安
知
禮
。
燔
柴
於
竃(
３)
。
竃

者
，
老
婦
之
祭
也
。
故
盛
於
盆
，
尊
於
瓶(

４)

。」

『
周
禮
』
説(

５)

，
「
顓
頊
氏
有
子
曰
黎
，
爲
祝
融
，
祀
以
爲
竃
神

(

６)

。」

謹
按
，
明
堂
月
令(

７)

「
孟
冬
之
月
，
其
祀
竃
也(

８)

。
」
五
祀
之
神
，

王
者
所
祭(

９)

，
古
之
神
聖
有
功
德
於
民
，
非
老
婦
也
。
『
漢
記
』(

)10

「
南
陽
陰
子
方
積
恩
好
施
，
喜
祀
竃
。
臘
日
晨
炊
而
竃
神
見(

)

，
再

11

拜
受
神
，
時
有
黃
羊
，
因
以
祀
之(

)

。
其
孫
識
，
執
金
吾
，
封
原
鹿

12

侯(
)

。
興
，
衞
尉
，
鮦
陽
侯(

)

。
家
凡
二
侯
，
牧
守
數
十(

)

。

13

14

15

其
後
子
孫
常
以
臘
日
祀
竃
以
黃
羊
。
」

〔
注
〕

(

１)

『
禮
記
』
禮
器
「
孔
子
曰
臧
文
仲
安
知
禮
。
夏
父
弗
綦
逆
祀
而
弗
止
也
，
燔

柴
於
奥
。
夫
奥
者
，
老
婦
之
祭
也
。
盛
於
盆
，
尊
於
瓶
。」

(

２)

鄭
玄
注
「
文
仲
，
魯
公
子
彄
之
曾
孫
臧
孫
辰
也
。
莊
文
之
間
爲
大
夫
，
於

時
爲
賢
，
是
以
非
之
，
不
正
禮
也
。」

(

３)

鄭
注
「
奥
，
當
爲
爨
，
字
之
誤
也
。
或
作
竃
。
禮
，
尸
卒
食
而
祭
饎
爨
、

饔
爨
也
。
時
人
以
爲
祭
火
神
，
乃
燔
柴
。
」『
禮
記
』
祭
法
「
燔
柴
於
泰
壇
，
祭

天
也
。
」
正
義
「
燔
柴
於
泰
壇
者
，
謂
積
薪
於
壇
上
，
而
取
玉
及
牲
置
柴
上
燔

之
，
使
氣
達
於
天
也
。」
ま
た
、
風
伯
注(

２)

参
照
。

(

４)

鄭
注
「
老
婦
，
先
炊
者
也
。
盆
、
瓶
，
炊
器
也
。
明
此
祭
先
炊
，
非
祭
火

神
，
燔
柴
似
失
之
。」

(
５)

正
義
「
案
，
異
義
『
竃
神
，
今
禮
戴
説
引
此
燔
柴
盆
瓶
之
事
。
古
周
禮
説
，

顓
頊
氏
有
子
曰
黎
，
爲
祝
融
，
祀
以
爲
竃
神
。
許
君
謹
案
，
同
周
禮
。
』
鄭
駁

之
云
『
祝
融
乃
古
火
官
之
長
，
猶
后
稷
爲
堯
司
馬
，
其
尊
如
是
，
王
者
祭
之
，

但
就
竃
陘
，
一
何
陋
也
。
祝
融
乃
是
五
祀
之
神
，
祀
於
四
郊
，
而
祭
火
神
於
竃
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陘
，
於
禮
乖
也
。
』
如
鄭
此
言
，
則
祝
融
是
五
祀
之
神
，
祀
於
郊
。
奥
者
，
正

是
竃
之
神
，
常
祀
在
夏
，
以
老
婦
配
之
，
有
俎
及
籩
豆
，
設
於
竃
陘
，
又
延
尸

入
奥
。
爨
者
，
宗
廟
祭
後
，
直
祭
先
炊
老
婦
之
神
，
在
於
爨
竃
。
此
祝
融
幷
奥

及
爨
，
三
者
所
以
不
同
也
。」

(

６)

『
史
記
』
孝
武
本
紀
「
是
時
而
李
少
君
亦
以
祠
竃
、
穀
道
、
卻
老
方
見
上
，

上
尊
之
。」
索
隱
「
如
淳
云
『
祠
竃
可
以
致
福
。』
案
，
禮
竃
者
，
老
婦
之
祭
，

盛
於
盆
，
尊
於
瓶
。
説
文
『
周
禮
以
竃
祠
祝
融
。
』
淮
南
子
『
炎
帝
作
火
官
，

死
爲
竃
神
。
』」

(

７)

「
明
堂
月
令
」
は
月
令
の
こ
と
。
蔡
邕
「
明
堂
月
令
論
」
「
明
堂
者
，
天
子

太
廟
，
所
以
宗
祀
其
祖
，
以
配
上
帝
者
也
。
夏
后
氏
曰
世
室
，
殷
人
曰
重
屋
，

周
人
曰
明
堂
。･

･
･

月
令
篇
名
曰
因
天
時
，
制
人
事
，
天
子
發
號
施
令
，
祀
神

受
職
，
每
月
異
禮
，
故
謂
之
月
令
，
所
以
順
陰
陽
，
奉
四
時
，
效
氣
物
，
行
王

政
也
。
成
法
具
備
，
各
從
時
月
，
藏
之
明
堂
，
所
以
示
承
祖
考
神
明
，
明
不
敢

泄
瀆
之
義
，
故
以
明
堂
冠
月
令
，
以
名
其
篇
。
」

(

８)

『
禮
記
』
月
令
「
孟
夏
之
月
，･

･
･

其
帝
炎
帝
，
其
神
祝
融
。･

･
･

其
祀
竃
，

祭
先
肺
。
」「
孟
冬
」
は
「
孟
夏
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
注(

９)

参
照
。

(

９)

『
禮
記
』
曲
禮
下
「
天
子
祭
天
地
，
祭
四
方
，
祭
山
川
，
祭
五
祀
，
祭
徧
。

諸
侯
方
祀
，
祭
山
川
，
祭
五
祀
，
祭
徧
。
大
夫
祭
五
祀
，
祭
徧
。
士
祭
其
先
。
」

鄭
注
「
五
祀
，
戸
、
竃
、
中
霤
、
門
、
行
也
。
此
蓋
殷
時
制
也
。
」
祭
法
「
王

爲
羣
姓
立
七
祀
，
曰
司
命
，
曰
中
霤
，
曰
國
門
，
曰
國
行
，
曰
泰
厲
，
曰
戸
，

曰
竃
。
王
自
爲
立
七
祀
。
諸
侯
爲
國
立
五
祀
，
曰
司
命
，
曰
中
霤
，
曰
國
門
，

曰
國
行
，
曰
公
厲
。
諸
侯
自
爲
立
五
祀
。
」
月
令
に
四
季
と
中
央
土
に
つ
い
て
、

春
は
「
其
帝
大
皡
，
其
神
句
芒
。･･

･

其
祀
戸
，
祭
先
脾
。
」
夏
は
「
其
帝
炎
帝
，

其
神
祝
融
。･

･
･

其
祀
竃
，
祭
先
肺
。
」
中
央
土
は
「
其
帝
黃
帝
，
其
神
后
土
。

･
･
･

其
祀
中
霤
，
祭
先
心
。
」
秋
は
「
其
帝
小
皡
，
其
神
蓐
收
。･

･
･

其
祀
門
，

祭
先
肝
。」
冬
は
「
其
帝
顓
頊
，
其
神
玄
冥
，
其
祀
行
，
祭
先
腎
」
と
い
う
。

(
)

呉
樹
平
は
『
東
觀
漢
記
』
を
指
す
と
い
う
。
詳
細
は
呉
樹
平
『
東
觀
漢
記

10
校
注
』
序
参
照
。
た
だ
し
今
本
『
東
觀
漢
記
』
に
は
こ
の
記
事
は
な
い
。
『
後

漢
書
』『
搜
神
記
』『
荊
楚
歳
時
記
』
に
見
え
、
み
な
「
漢
宣
帝
時
」
の
こ
と
と

す
る
。

(
)

『
荊
楚
歳
時
記
』「
十
二
月
八
日
爲
臘
日
。」

11

(
)

『
荊
楚
歳
時
記
』「
子
方
再
拜
受
慶
，
家
有
黃
犬
，
因
以
祭
之
，
謂
爲
黃
羊
。
」

12

(
)

『
後
漢
書
』
樊
宏
陰
識
列
傳
「
陰
識
字
次
伯
，
南
陽
新
野
人
也
，
光
烈
皇
后

13
之
前
母
兄
也
。
其
先
出
自
管
仲
，
管
仲
七
世
孫
修
，
自
齊
適
楚
，
爲
陰
大
夫
，

因
而
氏
焉
。･

･
･

（
建
武
）
十
五
年
，
定
封
原
鹿
侯
。
及
顯
宗
立
爲
皇
太
子
，

以
識
守
執
金
吾
，
輔
導
東
宮
。･

･
･

顯
宗
卽
位
，
拜
爲
執
金
吾
，
位
特
進
。
永

平
二
年
卒
，
贈
以
本
官
印
綬
，
諡
曰
貞
侯
。
」
李
賢
注
「
原
鹿
，
縣
，
屬
汝
南

郡
。
」
『
後
漢
書
』
百
官
志
四
「
執
金
吾
一
人
，
中
二
千
石
。
本
注
曰
掌
宮
外
戒
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司
非
常
水
火
之
事
。
月
三
繞
行
宮
外
，
及
主
兵
器
。
吾
猶
禦
也
。
」

(
)

陰
識
列
傳
「
興
字
君
陵
，
光
烈
皇
后
母
弟
也
。･

･
･

（
建
武
）
十
九
年
，
拜

14
衞
尉
，
亦
輔
導
皇
太
子
。･

･
･

二
十
三
年
卒
，
時
年
三
十
九
。･

･
･

永
平
元
年
詔

曰
『･

･
･

賢
者
子
孫
，
宜
加
優
異
。
其
以
汝
南
之
鮦
陽
封
興
子
慶
爲
鮦
陽
侯
，

慶
弟
博
爲

強
侯
。
』
」
百
官
志
二
「
衞
尉
，
卿
一
人
，
中
二
千
石
。
本
注
曰
掌

宮
門
衞
士
，
宮
中
徼
循
事
。」

(
)

陰
識
列
傳
「
陰
氏
侯
者
凡
四
人
。
」
牧
守
に
つ
い
て
は
記
述
無
し
。

15〔
訳
〕

『
禮
記
』
祭
器
に
次
の
よ
う
に
云
う
、
「
臧
文
仲
は
礼
を
知
っ
て
い
る
と

は
い
え
な
い
。
竃
神
の
た
め
に
燔
柴
（
供
え
物
を
柴
の
う
え
に
置
い
て

焼
く
祭
り
方
）
を
し
た
。
竃
祭
は
老
婦
（
炊
事
の
創
始
者
）
た
め
の
祭

で
あ
る
。
だ
か
ら
供
え
物
は
鉢
に
盛
り
、
瓶
を
酒
器
に
使
え
ば
よ
い
の

で
あ
る
。」

『
周
禮
』
の
古
説
に
「
顓
頊
氏
に
黎
と
い
う
子
が
あ
り
、
祝
融
と
な
り
、

竃
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
」
と
い
う
。（
こ
の
よ
う
に
、
竃
神
に
は
老
婦
か
、

祝
融
か
、
二
説
あ
る
。
）

謹
ん
で
考
察
い
た
し
ま
す
。『
禮
記
』
明
堂
月
令
に
「
孟
夏
の
月
、
竃

神
を
祀
る
」
と
あ
る
。
五
祀
の
神
（
戸
・
竃
・
中
霤
・
門
・
行
）
は
王

者
が
祭
る
も
の
で
あ
り
、
み
な
古
代
の
神
聖
に
し
て
民
に
恩
恵
を
あ
た

え
た
人
び
と
で
あ
っ
て
、
老
婦
で
は
な
い
。『
東
觀
漢
記
』
に
以
下
の
よ

う
な
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。「
漢
の
宣
帝
の
時
、
南
陽
の
陰
子
方
は
他

人
を
慈
し
み
施
し
を
好
み
、
竃
神
を
大
切
に
祀
っ
て
い
た
。
臘
日
十
二

月
八
日
の
早
朝
煮
炊
き
を
し
て
い
る
と
竃
神
が
現
れ
た
。
再
拜
し
て
神

を
迎
え
、
当
時
飼
っ
て
い
た
黄
犬
を
「
黄
羊
」
と
称
し
て
供
え
て
祀
っ

た
。
彼
の
二
人
の
孫
の
う
ち
、
陰
識
（
光
武
帝
皇
后
の
前
母
兄
）
は
執

金
吾
に
な
り
、
原
鹿
侯
に
封
じ
ら
れ
、
陰
興
（
光
武
帝
皇
后
の
同
母
弟
）

は
衛
尉
と
な
り
、
鮦
陽
侯
に
封
じ
ら
れ
た
。
陰
家
に
は
全
部
で
二
人
が

侯
に
な
り
、
州
牧
郡
太
守
に
な
っ
た
者
は
数
十
人
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の

後
子
孫
は
常
に
臘
日
に
黄
犬
を
お
供
え
し
て
竃
神
を
祀
っ
て
い
る
。」

６

風
伯

『
楚
辭
』
説(

１)

，「
後
飛
廉
使
奔
屬
。
飛
廉
風
伯
也
。」

謹
按
，『
周
禮
』「
以

燎
祀
風
師(

２)

。
」
風
師
者
箕
星
也
。
箕
主
簸

揚(

３)

，
能
致
風
氣
。
『
易
』
「
巽
爲
長
女
也(

４)

。
」
長
者
伯
，
故
曰
風

伯
。
「
鼓
之
以
雷
霆
，
潤
之
以
風
雨(

５)

。
」
養
成
萬
物
，
有
功
於
人
，

王
者
祀
以
報
功
也
。
戌
之
神
爲
風
伯
，
故
以
丙
戌
日
祀
於
西
北(

６)

，

火
勝
金
爲
木
相
也
。
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〔
注
〕

(

１)

『
楚
辭
』
離
騷
「
前
望
舒
使
先
駆
兮
，
後
飛
廉
使
奔
屬
。
鸞
皇
爲
余
先
戒

兮
，
雷
師
告
余
以
未
具
。
」
王
逸
注
「
飛
廉
風
伯
也
。
」
洪
興
祖
補
注
「
呂
氏
春

秋
曰
『
風
師
曰
飛
廉
。』
應
劭
曰
『
飛
廉
神
禽
，
能
致
風
氣
。
』
」

(

２)

『
周
禮
』
大
宗
伯
「
以
吉
禮
事
邦
國
之
鬼
神
示
，
以
禋
祀
祀
昊
天
上
帝
，

以
實
柴
祀
日
月
星
辰
，
以
槱
燎
祀
司
中
、
司
命
、
飌
師
、
雨
師
。
」
鄭
注
「
禋

之
言
煙
，
周
人
尚
臭
，
煙
，
氣
之
臭
聞
者
。
槱
積
也
。
詩
曰
『
芃
芃
棫
樸
，
薪

之
槱
之
。
』
三
祀
皆
積
柴
實
牲
體
焉
，
或
有
玉
帛
，
燔
燎
而
升
煙
，
所
以
報
陽

也
。
鄭
司
農
云
『
司
中
，
三
能
三
階
也
。
司
命
，
文
昌
宮
星
。
風
師
，
箕
也
。

雨
師
，
畢
也
。」
釋
文
「
槱
，
羊
九
反
，
本
亦
作
楢
，
音
同
積
也
。･

･
･

飌
師
，

音
風
。」
疏
「
云
風
師
箕
也
者
，
春
秋
緯
云
『
月
離
於
箕
，
風
揚
沙
。』
故
知
風

師
箕
也
。
云
雨
師
畢
也
者
，
詩
云
『
月
離
於
畢
，
俾
滂
沱
矣
。
』
是
雨
師
畢
也
。
」

(

３)

『
詩
經
』
小
雅
大
東
「
維
南
有
箕
，
不
可
以
簸
揚
。
」
簸
揚
は
箕
で
穀
物
を

あ
お
っ
て
籾
殻
な
ど
を
除
く
こ
と
。

(

４)

『
易
』
巽
「
象
曰
隨
風
巽
。」
説
卦
「
巽
一
索
而
得
女
，
故
謂
之
長
女
。･

･
･

巽
爲
木
，
爲
風
，
爲
長
女
。」

(

５)

『
易
』
繫
辭
上
「
是
故
剛
柔
相
摩
，
八
卦
相
盪
。
鼓
之
以
雷
霆
，
潤
之
以
風

雨
。」

(

６)

『
後
漢
書
』
祭
祀
志
下
「
縣
邑
常
以
乙
未
日
祠
先
農
於
乙
地
，
以
丙
戌
日
祠

風
伯
於
戌
地
，
以
己
丑
日
祠
雨
師
於
丑
地
，
用
羊
豕
。
」
戌
の
方
角
は
西
北
西
。

〔
訳
〕

『
楚
辭
』
離
騷
「
後
ろ
に
飛
廉
を
従
え
て
奔
る
」
の
句
に
つ
い
て
王
逸

は
「
飛
廉
は
風
伯
で
あ
る
」
と
注
解
す
る
。

謹
ん
で
考
察
い
た
し
ま
す
。『
周
禮
』
大
宗
伯
に
「
槱
燎
（
薪
を
積
ん

で
そ
の
上
に
供
え
物
を
載
せ
て
焼
く
と
い
う
祭
法
）
で
風
師
を
祀
る
」

と
あ
る
。
風
師
と
は
箕
星
で
あ
る
。
箕
は
穀
物
を
あ
お
っ
て
籾
殻
を
除

去
す
る
の
に
用
い
る
道
具
で
あ
る
か
ら
、
風
気
を
招
き
寄
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。『
易
』
説
卦
に
「
巽
（
風
を
象
る
卦
）
は
長
女
で
あ
る
」
と
い

う
。
長
と
は
伯
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
風
伯
と
い
う
の
で
あ
る
。（
ま

た
繫
辭
傳
に
は
）「
雷
電
に
よ
っ
て
揺
り
動
か
し
、
風
雨
に
よ
っ
て
潤
す
」

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
万
物
を
生
育
し
、
人
び
と
を
養
う
と
い
う
功
績

が
あ
る
か
ら
、
王
者
は
風
伯
を
祀
っ
て
そ
の
功
績
に
報
い
る
の
で
あ
る
。

戌
（
方
角
は
西
北
西
）
の
神
に
当
た
る
の
は
風
伯
で
あ
る
。
そ
こ
で
丙

戌
の
日
に
西
北
で
祀
る
。
火
は
金
に
勝
ち
木
よ
り
生
じ
る
。

７

雨
師

『
春
秋
左
氏
傳
』
説
，「
共
工
之
子
爲
玄
冥
師(

１)

。
」「
鄭
大
夫
子
産
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禳
於
玄
冥(

２)

。」
玄
冥
雨
師
也
。

謹
按
，
『
周
禮
』
「
以
槱
燎
祀
雨
師
。
」
雨
師
者
畢
星
也(

３)

。
『
詩
』

云
「
月
離
于
畢
，
俾
滂
沱
矣(

４)

。
」『
易
』
師
卦
「
師
者
衆
也
。」
土
中

之
衆
者
莫
若
水(
５)
。
雷
震
百
里(

６)

，
風
亦
如
之
。
至
於
太
山
，
不

崇
朝
而
徧
雨
天
下(

７)
，
異
於
雷
風
，
其
德
散
大
，
故
雨
獨
稱
師
也
。

丑
之
神
爲
雨
師
，
故
以
己
丑
日
祀
雨
師
於
東
北(

８)

，
土
勝
水
爲
火
相

也
。

〔
注
〕

(

１)

『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
元
年
（
晉
平
公
が
病
気
に
な
り
、
鄭
伯
簡
公
が
子
産

に
見
舞
い
に
い
か
せ
た
。
平
公
の
病
因
は
實
沈
と
臺
駘
の
祟
り
で
あ
る
と
の
占

い
結
果
に
つ
い
て
、
叔
向
が
こ
の
二
者
は
ど
の
よ
う
な
神
か
と
子
産
に
尋
ね

た
。
）「
子
産
曰
『･

･
･

昔
金
天
氏
有
裔
子
曰
昧
，
爲
玄
冥
師
，
生
允
格
、
臺
駘
。
』
」

杜
注
「
金
天
氏
帝
少
皡
，
裔
遠
也
。
玄
冥
水
官
，
昧
爲
水
官
之
長
。
」
ま
た
社

神
注(

６)

参
照
。「
共
工
之
子
」
は
「
金
天
氏
之
裔
子
」
の
誤
り
か
。

(

２)

昭
公
十
八
年
（
夏
五
月
、
宋
・
衞
・
陳
・
鄭
に
大
火
事
が
発
生
し
た
。
鄭

子
産
は
各
方
面
に
指
示
を
出
し
、
火
事
の
拡
大
を
防
い
だ
。
）「
明
日
使
野
司
寇

各
保
其
徵
，
郊
人
助
祝
史
，
除
於
國
北
，
禳
火
于
玄
冥
回
祿
，
祈
于
四
鄘
。
」

杜
注
「
玄
冥
水
神
，
回
祿
火
神
。」

(

３)

風
伯
注(

２)

参
照
。

(

４)

『
詩
經
』
小
雅
漸
漸
之
石
「
月
離
于
畢
，
俾
滂
沱
矣
。
」
毛
傳
「
畢
噣
也
。

月
離
陰
星
則
雨
。」
鄭
箋
「
將
有
大
雨
，
徵
氣
先
見
於
天
。」

(

５)

『
易
』
師
「
師
貞
。
丈
人
，
吉
无
咎
。
彖
曰
師
衆
也
。
貞
正
也
。
能
以
衆
正
，

可
以
王
矣
。･

･
･

象
曰
地
中
有
水
師
。
君
子
以
容
民
畜
衆
。」

(

６)

『
易
』
震
「
震
亨
。
震
來
虩
虩
，
笑
言
啞
啞
。
震
驚
百
里
。
不
喪
匕
鬯
。
」

正
義
曰
「
先
儒
皆
云
雷
之
發
聲
，
聞
乎
百
里
。
故
古
帝
王
制
國
公
侯
，
地
方
百

里
，
故
以
象
焉
。」

(

７)

『
春
秋
公
羊
傳
』
僖
公
三
十
一
年
「
山
川
有
能
潤
于
百
里
者
，
天
子
秩
而
祭

之
。
觸
石
而
出
，
膚
寸
而
合
，
不
崇
朝
而
徧
雨
乎
天
下
者
，
唯
泰
山
爾
。」

(

８)

風
伯
注(

６)

参
照
。
丑
の
方
角
は
北
北
東
。

〔
訳
〕

『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
元
年
の
記
事
に
「
共
工
の
子
（
金
天
氏
の
末
裔
）

が
玄
冥
師
と
な
っ
た
」
と
あ
り
、
昭
公
十
八
年
の
記
事
に
「
（
大
火
災
が

発
生
し
た
と
き
）
鄭
の
大
夫
子
産
は
玄
冥
に
禱
っ
た
」
と
あ
り
、
玄
冥

は
雨
師
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

謹
ん
で
考
察
い
た
し
ま
す
。『
周
禮
』
大
宗
伯
に
「
槱
燎
（
の
祭
法
）

で
雨
師
を
祀
る
」
と
あ
る
。
雨
師
と
は
畢
星
で
あ
る
。『
詩
經
』
小
雅
漸

漸
之
石
に
「
月
が
畢
星
に
近
づ
き
、
滂
沱
の
雨
が
降
る
」
と
い
う
。『
易
』

師
卦
に
「
師
は
衆
で
あ
る
」
と
あ
る
。
地
上
に
最
も
多
く
存
在
す
る
の
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は
水
で
あ
る
。
雷
鳴
は
百
里
四
方
に
鳴
り
響
き
、
風
も
ま
た
百
里
を
ゆ

く
。
し
か
し
太
山
に
至
っ
て
は
一
朝
に
し
て
遍
く
天
下
に
雨
を
降
ら
す
。

雨
の
徳
は
雷
と
風
よ
り
も
優
れ
、
広
大
で
あ
る
。
故
に
雨
だ
け
を
師
と

称
す
る
の
で
あ
る
。
丑
（
方
角
は
北
北
東
）
の
神
に
当
た
る
の
は
雨
師

で
あ
る
。
そ
こ
で
己
丑
の
日
に
雨
師
を
北
東
で
祀
る
。
土
は
水
に
勝
ち

火
よ
り
生
じ
る
。

８

桃
梗

葦
茭

畫
虎

謹
按
，『
黃
帝
書
』(

１)

「
上
古
之
時
，
有
神
荼
與
鬱
壘
昆
弟
二
人
，

性
能
執
鬼
。
度
朔
山
上
有
桃
樹
，
二
人
於
樹
下
簡
閲
百
鬼
。
無
道
理
妄

爲
人
禍
害
，
神
荼
與
鬱
壘
，
縛
以
葦
索
，
執
以
食
虎
。」
於
是
縣
官
常
以

臘
除
夕
飾
桃
人
，
垂
葦
茭
，
畫
虎
於
門
，
皆
追
效
於
前
事
，
冀
以
禦
凶

也
。桃

梗
，
梗
者
更
也
，
歳
終
更
始
，
受
介
祉
也(

２)

。『
戰
國
策
』(
３)

「
齊
孟
嘗
君
將
西
入
秦
，
諫
者
千
數
而
弗
聽
。
蘇
秦
欲
止
之
曰
『
臣
之

來
也
，
過
於
淄
上
，
有
土
偶
人
焉
，
與
桃
梗
相
與
語
。
謂
土
偶
人
曰
「
子

西
岸
之
土
也
，
埏
子
以
爲
人(

４)

，
至
歳
八
月
，
天
霖
雨(

５)

，
淄
水

至
，
則
子
殘
矣
。」
曰
「
不
然
。
吾
西
岸
之
土
也
，
殘
則
復
西
岸
耳
。
今

子
東
國
桃
木
也
，
削
子
以
爲
人
，
隆
雨
下(

６)

，
淄
水
至
，
泆
子
而
汎

汎
將
何
如
矣(

７)

。」
夫
秦
四
塞
之
國(

８)

，
譬
若
虎
口
而
入
之
，
則
不

知
其
可
。』
孟
嘗
乃
止
。」

『
春
秋
左
氏
傳
』
曰
「
魯
襄
公
朝
楚
，
會
楚
康
王
卒(

９)

，
楚
人
使
公

親
襚
，
公
患
之(

)

。
叔
孫
穆
叔
曰
『
祓
殯
而
襚
，
則
布
幣
也(

)

。』

10

11

乃
使
巫
以
桃
茢
先
祓
殯(

)

。楚
人
弗
禁
，
既
而
悔
之(

)

。
」「
古
者(

)

12

13

14

日
在
北
陸
而
藏
冰
深
山
窮
谷(

)

。
其
藏
之
也
，
黑
牡
秬
黍
，
以
享
司

15

寒(
)

。
其
出
之
也
，
桃
弧
棘
矢
，
以
除
其
災
也(

)

。
」

16

17

葦
茭(

)

，
傳
曰
「
萑
葦
有
叢(

)

。
」『
呂
氏
春
秋
』「
湯
始
得
伊
尹
，

18

19

祓
之
於
廟
，
薫
以
萑
葦(

)

。
」『
周
禮
』「
卿
大
夫
之
子
名
曰
門
子(

)

。
」

20

21

『
論
語
』
「
誰
能
出
不
由
戸(

)

。
」
故
用
葦
者
，
欲
人
子
孫
蕃
殖
不
失

22

其
類
，
有
如
萑
葦(

)

。
茭
者
交
易
，
陰
陽
代
興
也
。

23

虎
者
陽
物(

)

，
百
獸
之
長
也
，
能
執
搏
挫
鋭
，
噬
食
鬼
魅
。
今
人

24

卒
得
惡
遇
，
燒
悟
虎
皮
飮
之(

)

，
繫
其
爪
，
亦
能
辟
惡
，
此
其
驗
也
。

25

〔
注
〕

(

１)
兪
正
燮
『
癸
巳
存
稿
』「
風
俗
通
引
黃
帝
書
『
神
荼
鬱
律
兄
弟
二
人
，
性
能

執
鬼
。
居
度
朔
山
桃
樹
下
。
』
引
此
言
者
甚
多
，
或
以
爲
黃
帝
書
，
或
以
爲
山

海
經
。
荼
或
作
蔡
，
律
或
作
壘
。
」『
後
漢
書
』
禮
儀
志
中
「
先
臘
一
日
，
大
儺,



- 61 -

謂
之
逐
疫
。･

･
･

百
官
官
府
各
以
木
面
獸
能
爲
儺
人
師
訖
，
設
桃
梗
、
鬱
櫑
、

葦
茭
畢
，
執
事
陛
者
罷
。
葦
戟
、
桃
杖
以
賜
公
卿
將
軍
特
侯
諸
侯
云
。
」
劉
昭

注
「
山
海
經
曰
『
東
海
中
有
度
朔
山
，
上
有
大
桃
樹
，
蟠
屈
三
千
里
，
其
卑
枝

門
曰
東
北
鬼
門
，
萬
鬼
出
入
也
。
上
有
二
神
人
，
一
曰
神
荼
，
一
曰
鬱
櫑
，
主

閲
領
衆
鬼
之
惡
害
人
者
，
執
以
葦
索
，
而
用
食
虎
。
』
於
是
黃
帝
法
而
象
之
。

敺
除
畢
，
因
立
桃
梗
於
門
戸
上
，
畫
鬱
櫑
持
葦
索
，
以
御
凶
鬼
，
畫
虎
於
門
，

當
食
鬼
也
。･

･
･

風
俗
通
曰
『
黃
帝
書
，
上
古
之
時
，
有
神
荼
與
鬱
櫑
兄
弟
二

人
，
性
能
執
鬼
。
桃
梗
，
梗
者
更
也
，
歳
終
更
始
，
受
介
祉
也
。
蘇
秦
説
孟
嘗

君
曰
土
偶
人
語
桃
梗
，
今
子
東
國
之
桃
木
，
削
子
以
爲
人
。
虎
者
陽
物
，
百
獸

之
長
，
能
擊
鷙
牲
食
魑
魅
者
也
。
』
」『
論
衡
』
亂
龍
篇
「
上
古
之
人
，
有
神
荼

鬱
壘
者
、
昆
弟
二
人
，
性
能
執
鬼
。
居
東
海
度
朔
山
上
，
立
桃
樹
下
，
簡
閲
百

鬼
。
鬼
無
道
理
，
妄
爲
人
禍
，
荼
與
鬱
壘
，
縛
以
盧
索
，
執
以
食
虎
。
故
今
縣

官
斬
桃
爲
人
，
立
之
戸
側
，
畫
虎
之
形
，
著
之
門
闌
。
夫
桃
人
非
荼
鬱
壘
也
。

畫
虎
非
食
鬼
之
虎
也
。
刻
畫
效
象
，
冀
以
禦
凶
。
」
ま
た
訂
鬼
篇
に
『
山
海
經
』

を
引
く
。

(

２)

『
詩
經
』
小
雅
巧
言
「
君
子
如
祉
，
亂
庶
遄
已
。
」
毛
傳
「
祉
福
也
。
」

(

３)

『
戰
國
策
』
齊
策
三
に
見
え
る
話
。
『
史
記
』
孟
嘗
君
列
傳
は
、
「
蘇
秦
」
を

「
蘇
代
」（
蘇
秦
の
弟
）
と
す
る
。

(

４)

『
戰
國
策
』
「
埏
」
を
「
挺
」
に
作
る
。
高
誘
注
「
挺
治
。
」
『
荀
子
』
性
惡

「
故
陶
人
埏
埴
而
爲
器
。
」
楊
倞
注
「
埏
擊
也
。
埴
黏
土
也
。
擊
黏
土
而
成
器
。
」

(

５)

『
戰
國
策
』「
天
霖
雨
」
を
「
降
雨
下
」
に
作
る
。

(

６)

『
戰
國
策
』「
隆
雨
」
を
「
降
雨
」
に
作
る
。

(

７)

「
泆
」
は
「
溢
」
に
通
じ
る
。『
戰
國
策
』「
流
子
而
去
，
則
子
漂
漂
者
將
何

如
耳
」
に
作
る
。

(

８)

『
史
記
』
蘇
秦
列
傳
「
説
惠
王
曰
秦
四
塞
之
國
，
被
山
帶
渭
。
」

(

９)

『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
二
十
八
年
「
爲
宋
之
盟
故
，
公
及
宋
公
、
陳
侯
、
鄭

伯
、
許
男
如
楚
。･

･
･

及
漢
，
楚
康
王
卒
。
公
欲
反
。
叔
仲
昭
伯
曰
『
我
楚
國

之
爲
，
豈
爲
一
人
行
也
。
』･

･･

公
遂
行
。」

(
)

襄
公
二
十
九
年
「
春
王
正
月
，
公
在
楚
。･

･
･

楚
人
使
公
親
襚
，
公
患
之
。

10
穆
叔
曰
『
祓
殯
而
襚
，
則
布
幣
也
。
』
乃
使
巫
以
桃
茢
先
祓
殯
。
楚
人
弗
禁
，

既
而
悔
之
。
」
杜
注
「
諸
侯
有
遣
使
賵
襚
之
禮
。
今
楚
欲
遣
使
之
比
。
」『
儀
禮
』

士
喪
禮
「
君
使
人
襚
，
徹
帷
。
主
人
如
初
。
襚
者
左
執
領
，
右
執
要
，
入
，
升
，

致
命
。
主
人
拜
如
初
。
襚
者
入
，
衣
尸
，
出
，
主
人
拜
送
如
初
。
」
鄭
注
「
襚

之
言
遺
也
。
衣
被
曰
襚
。
致
命
曰
君
使
某
襚
。」

(
)

杜
注
「
先
使
巫
祓
除
殯
之
凶
邪
，
而
行
襚
禮
，
與
朝
而
布
幣
無
異
。
」『
説

11
文
解
字
』
「
殯
，
死
在
棺
，
將
遷
葬
柩
，
賓
遇
之
。
」
『
國
語
』
呉
語
「
寡
君
句

踐
使
下
臣
郢
不
敢
顯
然
布
幣
行
禮
。」
韋
昭
注
「
布
陳
也
。
幣
玉
帛
也
。」

(
)

杜
注
「
茢
黍
穰
。
」『
禮
記
』
檀
弓
下
「
君
臨
臣
喪
，
以
巫
祝
桃
茢
，
執
戈
，

12
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惡
之
也
，
所
以
異
於
生
也
。
」
鄭
注
「
爲
有
凶
邪
之
氣
在
側
。
君
聞
大
夫
之
喪
，

去
樂
，
卒
事
而
往
，
未
襲
也
。
其
已
襲
也
，
則
止
巫
，
去
桃
茢
。
桃
鬼
所
惡
。

茢
萑
苕
，
可
掃
不
祥
。
」
ま
た
「
襄
公
朝
于
荊
，
康
王
卒
。
荊
人
曰
『
必
請
襲
。
』

魯
人
曰
『
非
禮
也
。』
荊
人
強
之
，
巫
先
拂
柩
。
荊
人
悔
之
。」
鄭
注
「
巫
祝
桃

茢
，
君
臨
臣
喪
之
禮
。」

(
)

杜
注
「
禮
，
君
臨
臣
喪
乃
祓
殯
。
故
楚
悔
之
。
」

13

(
)

『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
四
年
「
大
雨
雹
。
季
武
子
問
於
申
豐
曰
『
雹
可
禦
乎
。
』

14
對
曰
『
聖
人
在
上
無
雹
。
雖
有
不
爲
災
。
古
者
日
在
北
陸
而
藏
冰
，
西
陸
朝
覿

而
出
之
。
其
藏
冰
也
、
深
山
窮
谷
，
固
陰
冱
寒
，
於
是
乎
取
之
。
其
出
之
也
，

朝
之
祿
位
，
賓
食
喪
祭
，
於
是
乎
用
之
。
其
藏
之
也
，
黑
牡
秬
黍
，
以
享
司
寒
。

其
出
之
也
，
桃
弧
棘
矢
，
以
除
其
災
。
」

(
)

杜
注
「
陸
道
也
。
謂
夏
十
二
月
，
日
在
虛
危
，
冰
堅
而
藏
之
。」

15

(
)

杜
注
「
黑
牡
黑
牲
也
。
秬
黑
黍
也
。
司
寒
玄
冥
，
北
方
之
神
。
故
物
皆
用

16
黑
。
有
事
於
冰
，
故
祭
其
神
。」

(
)

杜
注
「
桃
弓
棘
箭
，
所
以
禳
除
凶
邪
，
將
御
至
尊
故
。」

17

(
)

『
後
漢
書
』
禮
儀
志
中
「
仲
夏
之
月
，
萬
物
方
盛
。
日
夏
至
，
陰
氣
萌
作
，

18
恐
物
不
楙
。
其
禮
，
以
朱
索
連
葷
菜
，
彌
牟
朴
蠱
鍾
。
以
桃
印
長
六
寸
，
方
三

寸
，
五
色
書
文
如
法
，
以
施
門
戸
。
代
以
所
尚
爲
飾
。
夏
后
氏
金
行
，
作
葦
茭
，

言
氣
交
也
。
殷
人
水
德
，
以
螺
首
，
愼
其
閉
塞
，
使
如
螺
也
。
周
人
木
德
，
以

桃
爲
更
，
言
氣
相
更
也
。
漢
兼
用
之
，
故
以
五
月
五
日
，
朱
索
五
色
印
爲
門
戸

飾
，
以
難
止
惡
氣
。」
劉
昭
注
『
風
俗
通
義
』
を
引
く
。

(
)

『
淮
南
子
』
説
林
訓
「
橘
柚
有
鄕
，
雚
葦
有
叢
，
獸
同
足
者
相
從
游
，
鳥
同

19
翼
者
相
從
翔
。」
高
誘
注
「
以
類
聚
也
。
」

(
)

『
呂
氏
春
秋
』
孝
行
覽
本
味
「
湯
得
伊
尹
，
祓
之
於
廟
，
爝
以
爟
火
，
釁
以

20
犧
猳
。」
今
本
「
薫
以
萑
葦
」
の
四
字
な
し
。

(
)

『
周
禮
』
小
宗
伯
「
掌
三
族
之
別
，
以
辨
親
疏
。
其
正
室
皆
謂
之
門
子
，
掌

21
其
政
令
。」
鄭
注
「
正
室
適
子
也
，
將
代
父
當
門
者
也
。」

(
)

『
論
語
』
雍
也
「
子
曰
誰
能
出
不
由
戸
，
何
莫
由
斯
道
也
。」

22

(
)

『
易
』
坤
「
天
地
變
化
，
草
木
蕃
。
」

23

(
)

『
太
平
御
覽
』
八
九
一
「
風
俗
通
曰
虎
者
陽
物
，
百
獸
之
長
也
。
能
噬
食
鬼

24
魅
。
今
人
卒
得
病
，
燒
皮
飮
之
，
繫
其
衣
服
，
亦
辟
惡
，
此
甚
驗
。」

(
)

王
利
器
は
『
羣
書
拾
補
』
に
従
い
「
遇
」
字
を
衍
字
と
し
て
省
き
、
「
燒

25
悟
」
を
転
倒
さ
せ
「
今
人
卒
得
惡
悟
，
燒
虎
皮
飮
之
」
と
区
切
り
、
「
悟
」
は

「
俉
」
の
借
字
と
す
る
。
呉
樹
平
は
「
悟
」
を
衍
文
と
す
る
。

〔
訳
〕

謹
ん
で
考
察
い
た
し
ま
す
。『
黃
帝
書
』
に
次
の
よ
う
に
云
う
「
上
古

の
時
、
神
荼
と
鬱
壘
と
い
う
兄
弟
二
人
が
い
て
、
鬼
を
捕
ら
え
る
能
力

の
あ
っ
た
。
度
朔
山
の
山
上
に
桃
樹
が
あ
り
、
二
人
は
こ
の
樹
の
下
で
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百
鬼
を
取
り
調
べ
た
。
道
理
な
く
妄
り
に
人
に
禍
害
を
加
え
る
鬼
が
い

る
と
、
神
荼
と
鬱
壘
は
葦
の
つ
な
で
縛
り
上
げ
虎
に
食
わ
せ
た
。」
今
県

の
官
吏
が
毎
年
十
二
月
大
晦
日
の
夜
、
桃
木
で
作
っ
た
人
形
を
戸
口
に

立
て
か
け
、
葦
の
縄
を
垂
ら
し
、
門
に
虎
の
絵
を
描
く
の
は
み
な
こ
れ

に
あ
や
か
っ
て
凶
事
を
禦
ぐ
こ
と
を
願
う
か
ら
で
あ
る
。

「
桃
梗
（
桃
木
の
人
形
）」
の
「
梗
」
と
は
「
更
ま
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。（
大
晦
日
に
立
て
る
の
は
）
歳
が
終
わ
り
ま
た
新
た
に
歳
が
は
じ

ま
る
の
で
、
大
き
な
福
を
授
か
る
よ
う
願
う
か
ら
で
あ
る
。『
戰
國
策
』

齊
策
に
次
の
よ
う
な
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
斉
の
孟
嘗
君
が
西
方
の

秦
に
招
か
れ
行
こ
う
と
す
る
と
、
千
人
に
も
の
ぼ
る
食
客
た
ち
が
諫
め

た
が
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
蘇
秦
が
こ
れ
を
止
め
よ
う
と
し
て
云
っ
た
、

『
私
が
こ
ち
ら
に
ま
い
り
ま
す
と
き
、
淄
水
の
ほ
と
り
を
通
り
か
か
る

と
、
土
塊
の
人
形
が
い
て
桃
木
で
作
っ
た
人
形
と
話
し
て
お
り
ま
し
た
。

桃
木
人
形
が
泥
人
形
に
、「
貴
殿
は
元
は
西
岸
の
土
で
す
。
土
を
こ
ね
上

げ
て
人
の
形
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
八
月
に
な
っ
て
秋
の
長
雨
が

降
り
、
淄
水
が
溢
れ
て
流
さ
れ
た
ら
貴
殿
は
壊
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う

な
」
と
い
い
ま
し
た
。
す
る
と
泥
人
形
は
「
い
え
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
私
は
西
岸
の
土
で
す
か
ら
、
壊
れ
て
も
ま
た
西
岸
の
土
に
戻
る

だ
け
。
貴
殿
の
方
は
元
々
東
国
の
桃
木
で
、
木
を
削
っ
て
人
の
形
に
作

ら
れ
た
も
の
。
大
雨
が
降
っ
て
淄
水
が
あ
ふ
れ
た
ら
貴
殿
を
押
し
流
す

で
し
ょ
う
。
流
れ
流
れ
て
い
っ
た
い
ど
こ
へ
ゆ
く
の
や
ら
」
と
い
い
返

し
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
秦
は
四
方
を
山
と
渭
水
で
塞
が
れ
た
国
、
一
旦

そ
こ
に
入
っ
た
ら
、
虎
の
口
に
入
る
よ
う
な
も
の
で
ど
う
な
る
か
は
分

か
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。』
こ
れ
を
聞
い
て
孟
嘗
君
は
思
い
と
ど

ま
っ
た
。」

『
春
秋
左
氏
傳
』
に
次
の
よ
う
な
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
襄
公
二
十

八
年
末
、
魯
の
襄
公
が
楚
の
朝
廷
に
赴
く
途
中
、
た
ま
た
ま
楚
の
康
王

が
死
去
し
た
。
襄
公
は
そ
の
ま
ま
楚
に
赴
い
た
。
翌
二
十
九
年
正
月
、

楚
の
人
が
襄
公
に
弔
問
の
贈
り
物
で
あ
る
衣
服
を
自
ら
の
手
で
康
王
の

遺
骸
に
着
せ
か
け
る
よ
う
し
む
け
た
。
襄
公
は
そ
れ
を
す
る
と
自
分
の

身
分
が
使
者
と
同
列
に
な
っ
て
し
ま
う
の
に
悩
ん
だ
。
す
る
と
家
臣
の

叔
孫
穆
叔
が
『
ま
ず
殯
柩
の
穢
れ
を
祓
っ
て
か
ら
着
せ
か
け
れ
ば
、
下

臣
に
賜
り
物
を
下
す
の
と
同
じ
事
に
な
り
ま
す
』
と
教
え
た
。
そ
こ
で

巫
に
桃
木
の
柄
を
つ
け
た
葦
で
作
っ
た
箒
で
、
（
臣
下
の
殯
柩
に
す
る
礼

と
同
じ
く
）
康
王
の
殯
柩
を
ま
ず
お
祓
い
さ
せ
た
。
楚
の
人
は
そ
れ
を

禁
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
後
に
な
っ
て
そ
の
意
味
（
康
王
が
襄
公
に
臣

下
扱
い
さ
れ
た
こ
と
）
に
気
づ
く
と
悔
や
ん
だ
。」
ま
た
昭
公
四
年
に
は

季
武
子
の
問
い
に
申
豊
が
「
古
え
の
夏
の
時
代
、
十
二
月
、
太
陽
が
北
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陸
（
虚
宿
と
危
宿
）
の
位
置
に
あ
る
と
き
に
氷
を
深
山
幽
谷
に
貯
蔵
し

ま
し
た
。
貯
蔵
す
る
と
き
は
黒
い
牡
牛
と
黒
黍
を
司
寒
の
神
に
お
供
え

し
、
搬
出
す
る
と
き
は
桃
の
枝
の
弓
と
棘
の
矢
で
災
い
を
お
祓
い
し
ま

し
た
」
と
答
え
た
こ
と
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

葦
茭
（
葦
の
つ
な
）
に
つ
い
て
は
、
「
萑
葦
（
オ
ギ
と
ア
シ
）
は
叢
生

す
る
」
と
い
う
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
呂
氏
春
秋
』
に
「
殷

の
湯
王
が
初
め
て
伊
尹
を
得
た
と
き
、
彼
を
宗
廟
で
お
祓
い
し
、
オ
ギ

と
葦
を
燃
や
し
て
煙
で
い
ぶ
し
た
」
と
あ
る
。
『
周
禮
』
に
「
卿
大
夫
の

正
室
の
子
を
門
子
と
称
す
る
」
、『
論
語
』
雍
也
篇
に
「
（
先
生
は
）
外
に

出
る
と
き
誰
も
戸
を
通
ら
ず
に
い
け
る
も
の
は
い
な
い
（
と
お
っ
し
ゃ

っ
た
）」
と
あ
る
。
だ
か
ら
葦
を
用
い
る
の
は
、
人
の
子
孫
が
繁
殖
し
家

系
が
絶
え
な
い
よ
う
、
オ
ギ
や
葦
の
よ
う
に
生
い
茂
る
よ
う
に
と
願
う

か
ら
で
あ
り
、
茭
（
つ
な
）
に
す
る
の
は
、
交
易
の
意
味
を
掛
け
て
、

陰
陽
が
永
遠
に
交
代
す
る
よ
う
家
系
の
永
続
を
願
う
か
ら
で
あ
る
。

虎
は
陽
の
気
を
受
け
る
動
物
で
あ
り
、
百
獣
の
長
で
あ
る
。
悪
鬼
魑

魅
を
打
ち
砕
き
か
み
殺
し
て
食
う
能
力
が
あ
る
。
今
人
び
と
が
、
に
わ

か
に
悪
病
に
か
か
る
と
虎
の
皮
を
焼
い
て
飲
ん
だ
り
、
虎
の
爪
を
衣
服

に
付
け
た
り
す
る
と
悪
運
を
避
け
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
効
能
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
下
）
に
続
く


